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町
で
は
、
皆
さ
ん
か
ら
納
め

て
い
た
だ
い
た
町
民
税
や

固
定
資
産
税
、
国
や
道
か
ら
の
交

付
金
な
ど
を
も
と
に
、
住
み
よ
い

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

決
算
は
、
町
に
入
っ
て
き
た
お

金
（
歳
入
）
と
、
町
が
使
っ
た
お

金
（
歳
出
）
を
分
か
り
や
す
く
ま

と
め
た
も
の
で
す
。
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な

事
業
に
ど
れ
く
ら
い
の
お
金
が
使

わ
れ
た
の
か
、
決
算
を
見
る
と
明

ら
か
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
25
年
度
の
一
般
会
計
と
特

別
会
計
を
合
わ
せ
た
決
算
額
は
、

歳
入
が
69
億
３
５
６
６
万
円
、
歳

出
が
66
億
８
５
７
６
万
円
で
、
差
引

額
は
２
億
４
９
９
０
万
円
と
な
り
ま

し
た
。

　

一
般
会
計
の
決
算
状
況
は
、
３

ペ
ー
ジ
の
円
グ
ラ
フ
に
示
す
と
お
り

で
す
。
歳
入
が
64
億
８
２
３
７
万

円
（
前
年
対
比
11
・
６
％
増
）、
歳

出
が
62
億
６
１
５
９
万
円
（
前
年
対

比
13
・
４
％
増
）
で
、
歳
入
歳
出
差

引
額
は
２
億
２
０
７
８
万
円
。
平
成

26
年
度
に
繰
越
し
て
行
う
事
業
が
あ

り
、
そ
の
財
源
が
55
万
円
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
実
質
収
支
額
は
２
億

２
０
２
３
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

歳
入
は
、
そ
の
財
源
の
性
格
か

ら
、『
自
主
財
源
』
と
『
依

存
財
源
』
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　

円
グ
ラ
フ
で
み
る
と
、
東
神
楽

町
の
自
主
財
源
は
歳
入
全
体
の
35
・

３
％
、
依
存
財
源
は
64
・
７
％
の
割

合
と
な
っ
て
い
ま
す
。
自
主
財
源
が

多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
の
自
治
体

が
進
め
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
自
主
性

と
安
定
性
を
確
保
で
き
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
の
町
の
最
も

大
き
な
財
源
は
依
存
財
源
で
あ
る
地

方
交
付
税
で
、
自
主
財
源
は
歳
入
全

体
の
約
35
％
で
す
。

　

一
方
、歳
出
総
額
は
62
億
６
１
５
９

万
円
で
、そ
の
歳
出
の
内
訳
を
見
て
み

る
と
、総
務
・
税
務
に
関
す
る
経
費
な

ど
に
あ
た
る
総
務
費
が
17
億
７
３
１

２
万
円
と
最
も
多
く
、続
い
て
町
民
の

福
祉
充
実
を
目
的
と
し
た
民
生
費
に

13
億
９
０
１
１
万
円
、
学
校
の
校
舎

増
築
事
業
な
ど
の
教
育
費
が
８
億
３

４
６
９
万
円
と
続
い
て
い
ま
す
。

健
全
な
財
政
運
営
に
は
、
歳
入

と
歳
出
の
均
衡
を
維
持
し
な

が
ら
、
経
済
情
勢
や
町
民
の
皆
さ
ん

の
要
望
に
対
応
で
き
る
だ
け
の
弾
力

性
が
必
要
で
す
。
５
ペ
ー
ジ
に
あ
る

財
政
指
標
の
推
移
を
経
常
収
支
比
率

で
見
る
と
、
現
在
の
町
の
財
政
構
造

は
弾
力
性
が
低
い
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。
東
神
楽
町
を
取
り
巻
く
台
所

事
情
は
年
々
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま

す
が
、
今
後
も
限
り
あ
る
財
源
を
有

効
に
活
用
し
な
が
ら
、
町
民
の
皆
さ

ん
に
と
っ
て
満
足
の
い
く
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
で
き
る
よ
う
効
果
的
な
財
政

運
営
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

平成25年度決算

一般会計の
決算概要

　

９
月
に
開
か
れ
た
第
３
回
町
議
会
定
例
会
で
、

平
成
25
年
度
一
般
会
計
、
各
特
別
会
計
お
よ
び
企

業
会
計
の
決
算
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
月
の
特

集
で
は
、年
度
始
め
に
立
て
ら
れ
た
予
算
に
対
し
、

１
年
間
で
ど
れ
く
ら
い
の
お
金
が
ど
の
よ
う
に
使

わ
れ
た
の
か
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
、
６
・

７
ペ
ー
ジ
で
は
、
平
成
25
年
度
決
算
に
基
づ
く
健

全
化
判
断
比
率
等
を
公
表
し
ま
す
。

平
成
2525
年
度

　

決決 
算算

特

集

一般会計の歳入の推移（Ｈ22～25）

一般会計の歳出の推移（Ｈ22～25）

町税収入の状況
町税等は、町が直接収納し、自主的に使うことができる貴
重な財源です。
平成25年度の決算額は次のとおりです。

税　目 25年度
決算額

24年度
決算額 増減額 25年度

徴収率

町　民　税 4億5986万円 4億4694万円 1292万円 95.9％

固定資産税 4億8645万円 4億7539万円 1106万円 95.2％

軽自動車税 1908万円 1817万円 91万円 97.9％

町たばこ税 7210万円 6342万円 868万円 100.0％

入　湯　税 1850万円 1905万円 ▲ 55万円 100.0％

都市計画税 5868万円 5719万円  149万円 93.1％

合　計 11億1467万円 10億8016万円 3451万円

表で見る

一般会計（歳入・歳出）の推移
町税収入の状況
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特集 ＞＞＞ 平成25年度 決算

グ ラ フ で 見 る
歳 入 ・ 歳 出 の 状 況

歳 入
64億

8237万円

歳 出
62億

6159万円

町債 7 億 4164 万円（11.4％）

道支出金
　　3億 5455 万円（5.5％）

国庫支出金
9億 9285 万円（15.3％）

町税町税
　11億 1467 万円　11 億 1467 万円
　　　（17.2％）　　　（17.2％）

分担金および負担金
2億 8941 万円（4.5％）

農林業費 1 億 167 万円（1.6％）

消防費 1 億 6197 万円（2.6％）

衛生費 3 億 8988 万円（6.2％）

土木費 7 億 250 万円（11.2％）

教育費 8 億 3469 万円（13.3％）

使用料および手数料
1億 3176 万円（2.0％）

財産収入 1033 万円（0.2％）

繰入金 90 万円（0.0％）

繰越金 3 億 598 万円（4.7％）

寄附金 763 万円（0.1％）諸収入諸収入
4億 2372 万円4億 2372 万円
　　　（6.6％）　　　（6.6％）

地方譲与税　1億 805 万円（1.7％）

地方交付税地方交付税
18億 6816 万円18 億 6816 万円
　　　　（28.8％）　　　　（28.8％）

依依
 存 存
   財   財
     源     源
　  64　  64
　　  　　  ・・ 7 7％％

自自
主主
財
源
財
源
3535
・・
３３
％％

ふるさと納税（６名：522万円）、
指定寄附（農業振興対策１社：100
万円、学校図書購入２団体：21万
円）、一般寄附（１社：120万円）
をいただきました。いただいた寄
附につきましては、東神楽町のた
めに有意義に使わせていただきま
す。誠にありがとうございました。

利子割交付金 245 万円（0.0％）
配当割交付金 216 万円（0.0％）
株式等譲渡所得割交付金 296 万円（0.0％）
地方消費税交付金 8258 万円（1.3％）
ゴルフ場利用税交付金 706 万円（0.1％）
自動車取得税交付金 2256 万円（0.4％）
地方特例交付金 1179 万円（0.2％）
交通安全対策特別交付金 116 万円（0.0％）

各種交付金　1億 3272 万円（2.0％）
※内訳は下記のとおりです

各
種
交
付
金
内
訳

（　

）
内
は
構
成
比

議会費
4949 万円（0.8％）

商工費　　6785 万円（1.1％）

　　　諸支出金　　1億 3605 万円（2.2％）

総務費総務費
　17億 7312 万円　17 億 7312 万円
　　（28.3％）　　（28.3％）

公債費公債費
6億 5426 万円6億 5426 万円
（10.5％）（10.5％）民生費民生費

13億 9011 万円13 億 9011 万円
（22.2％）（22.2％）

03
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基金とは、将来直面する
多様な財政需要などに対
応するため、毎年積み立て
られているものです。平成
25年度末の現在高は、１億
8973万円増加し16億4216
万円となりました。

平 成 25年 度 決 算
地 方 債（ 借 入 金 ）の

残 高 状 況 な ど

平 成 25年 度 決 算
特 別 会 計 の
決 算 概 要

公
共
事
業
を
推
進
す
る
た

め
に
借
り
入
れ
た
地
方

債
の
平
成
25
年
度
末
残
高
は
、
一

般
会
計
が
52
億
８
５
４
４
万
円
、

特
別
会
計
が
21
億
４
２
１
２
万

円
、
合
計
74
億
２
７
５
６
万
円
と

な
っ
て
お
り
、
前
年
度
末
よ
り

５
４
２
６
万
円
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

地
方
債
の
借
入
額
と
元
利
償
還

額
の
推
移
お
よ
び
地
方
債
の
残
高

の
状
況
は
次
の
表
の
と
お
り
で
す
。

特
別
会
計
と
は
、
特
定
の

事
業
を
行
う
場
合
ま
た

は
特
定
の
収
入
で
事
業
を
行
う

場
合
に
、
法
律
や
条
例
に
基
づ

き
、
経
理
を
他
の
会
計
と
区
別

す
る
た
め
に
設
置
し
て
い
る
も

の
で
す
。

　

東
神
楽
町
に
は
、
次
の
４
つ

の
特
別
会
計
が
あ
り
ま
す
（
平

成
25
年
度
の
決
算
額
は
表
の
と

お
り
）。

①
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

　

大
雪
地
区
広
域
連
合
発
足
以

前
の
東
神
楽
町
国
民
健
康
保
険

税
を
管
理
す
る
た
め
の
会
計
で

す
。

②
国
民
健
康
保
険
診
療
施
設
特
別
会
計

　

町
立
国
保
診
療
所
を
運
営
す

る
た
め
の
会
計
で
す
。

③
公
共
下
水
道
特
別
会
計

　

日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
公

共
下
水
道
の
整
備
や
汚
水
処
理

の
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
会

計
で
す
。

④
水
道
事
業
会
計

　

私
た
ち
が
安
心
し
て
使
用
で

き
る
水
を
供
給
す
る
た
め
に
設

置
さ
れ
て
い
る
会
計
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
会
計
は
、
基
本
的

に
使
用
料
な
ど
を
主
要
な
財
源

と
し
て
事
業
を
運
営
し
て
い
ま

す
が
、
公
益
性
や
事
業
収
支
の

実
情
か
ら
、
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
金
に
よ
っ
て
収
支
の
均
衡

を
図
っ
て
い
ま
す
。

　　 地方債の借入額と元利償還額の状況

借入額 元利償還額
【（　　）内は利子分】

22年度 6億 908万円 10億1235万円（1億5724万円） 

23年度 6億1742万円 9億9702万円（1億4453万円）

24年度 7億2114万円 8億5037万円（1億3182万円） 

25年度 7億7354万円 8億4111万円（1億2184万円）

　　 地方債残高の状況　

平成25年度 特別会計決算状況
特別会計 歳入 歳出

① 国民健康保険特別会計 107万円 90万円 
② 国民健康保険診療施設特別会計 1億7527万円 1億5974万円 
③ 公共下水道特別会計 2億7695万円 2億6353万円 

合　　計 4億5329万円 4億2417万円 

平成25年度 企業会計決算状況
企業会計 収入 支出 差引 一般会計からの補助額

④ 水道事業会計
収益 1億3865万円 1億5335万円 ▲ 1470万円 

8521万円 
資本 3593万円 8893万円 ▲ 5300万円 

　　 基金の状況
平成24年度末　現在高 14億5243万円 

平成
25年度

増　額 1億8973万円  

減　額 0万円  

平成25年度末　現在高 16億4216万円  

POINT!
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特集 ＞＞＞ 平成25年度 決算

平 成 25年 度 決 算
ま ち の 財 政 状 況 を
お 伝 え し ま す

自
治
体
の
財
政
状
況
を
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
分
析
し
、
そ

の
健
全
性
を
判
断
す
る
目
安
に
な
る

も
の
に
財
政
指
標
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
①
財
政
力
指
数
、
②
経
常

収
支
比
率
、
③
公
債
費
負
担
比
率
、

④
実
質
公
債
費
比
率
の
４
つ
の
指
標

の
数
値
か
ら
、
現
在
の
東
神
楽
町
の

財
政
状
況
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
財
政
力
指
数

　

ま
ち
の
財
政
力
を
示
す
指
標
で
、

標
準
的
な
行
政
活
動
に
必
要
な
経
費

を
自
ら
の
収
入
（
税
収
な
ど
）
で
賄

う
こ
と
が
で
き
る
割
合
を
示
し
て
い

ま
す
。
こ
の
数
値
が
「
１
」
に
近
い

ま
た
は
「
１
」
を
超
え
る
ほ
ど
財
源

に
余
裕
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

財
政
力
指
数
の
数
値
が
「
１
」
を

下
回
る
自
治
体
に
は
、
国
か
ら
地
方

交
付
税
が
交
付
さ
れ
、「
１
」
を
超

え
る
場
合
に
は
、
必
要
な
財
源
を
自

力
で
調
達
で
き
る
と
判
断
さ
れ
る
た

め
、
地
方
交
付
税
の
不
交
付
団
体
と

な
り
ま
す
。

　

東
神
楽
町
の
平
成
25
年
度
の
財
政

力
指
数
は
０
・
３
６
１
。
前
年
度
よ

り
０
・
０
０
４
増
加
し
て
い
ま
す
。

②
経
常
収
支
比
率

　

ま
ち
の
財
政
構
造
の
弾
力
性
を
示

す
指
標
で
、
毎
年
度
決
ま
っ
て
支
払

う
義
務
的
経
費（
人
件
費
や
公
債
費
、

公
共
施
設
の
維
持
管
理
費
な
ど
）
が

一
般
財
源
（
使
途
が
制
限
さ
れ
て
い

な
い
収
入
）
の
う
ち
ど
の
程
度
の
比

率
を
占
め
て
い
る
か
で
判
断
し
ま

す
。

　

こ
の
比
率
が
低
い
ほ
ど
、
臨
時
的

な
経
費
や
独
自
の
政
策
の
た
め
に
お

金
を
使
う
こ
と
が
で
き
、
臨
時
的
な

財
政
需
要
に
対
応
で
き
る
余
力
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
村
で
は

70
％
程
度
が
望
ま
し
く
、
75
％
を
超

え
る
と
財
政
の
硬
直
化
が
進
ん
で
い

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
平
成
24
年
度　

全
国
市
町
村
の
平
均
90
・
７
％
）。

　

東
神
楽
町
の
経
常
収
支
比
率
は

86
・
２
％
で
前
年
度
か
ら
２
％
増
加

し
て
い
ま
す
。

③
公
債
費
負
担
比
率

　

４
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
た
地
方

債
（
町
の
借
入
金
）
の
返
済
額
が
、

一
般
財
源
の
う
ち
ど
れ
く
ら
い
の
割

合
を
占
め
て
い
る
か
を
表
す
も
の
で

す
。
こ
の
数
値
が
小
さ
い
方
が
財
政

へ
の
負
担
が
少
な
く
、
一
般
的
に

15
％
を
超
え
る
と
財
政
硬
直
化
の
警

戒
ラ
イ
ン
、
20
％
以
上
に
な
る
と
危

険
ラ
イ
ン
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

東
神
楽
町
の
公
債
費
負
担
比
率
は

13
・
９
％
。
前
年
度
よ
り
０
・
８
％

の
減
少
と
な
っ
て
い
ま
す
。

④
実
質
公
債
費
比
率

　

実
質
公
債
費
比
率
は
、
一
般
会
計

の
地
方
債
の
返
済
額
に
、
公
営
企
業

会
計
（
公
共
下
水
道
、
水
道
事
業
）

や
一
部
事
務
組
合（
大
雪
消
防
組
合
、

大
雪
清
掃
組
合
な
ど
）
の
地
方
債
返

済
の
た
め
に
支
出
す
る
一
般
会
計
か

ら
の
繰
出
金
や
負
担
金
を
加
え
た
返

済
額
が
、
一
般
財
源
の
う
ち
ど
の
程

度
の
比
率
を
占
め
て
い
る
か
を
示
す

も
の
で
す
。
こ
の
比
率
が
低
い
ほ
ど

健
全
な
財
政
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る

と
判
断
さ
れ
、
18
％
を
超
え
る
と
新

た
な
地
方
債
の
発
行
に
あ
た
り
国
や

道
の
許
可
が
必
要
と
な
り
、
25
％
以

上
で
発
行
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

　

東
神
楽
町
で
は
、
人
口
の
増
加
に

伴
い
、
快
適
で
住
み
や
す
い
生
活
環

境
づ
く
り
や
公
共
施
設
の
整
備
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
を

行
い
、
そ
の
財
源
の
一
部
と
し
て
地

方
債
を
活
用
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の

た
め
平
成
18
年
度
に
は
、
実
質
公
債

費
比
率
が
23
％
と
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま

し
た
が
、平
成
18
年
に
策
定
し
た『
公

債
費
負
担
適
正
化
計
画
』
に
基
づ
き

将
来
負
担
の
健
全
化
に
向
け
た
取

り
組
み
を
行
い
、
平
成
25
年
度
に
は

10
・
３
％
と
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
指
標
は
、
町
の
財
政
状

況
を
知
る
『
目
安
』
の
一
つ
で
す
。

町
で
は
今
後
も
限
り
あ
る
財
源
を
最

大
限
に
有
効
活
用
し
、
住
民
の
皆
さ

ん
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く

り
に
向
け
て
努
力
を
続
け
て
い
き
ま

す
。

　　東神楽町の主要財政指標
22年度 23年度 24年度 25年度

① 財政力指数 0.366 0.362 0.357 0.361

② 経常収支比率 77.7 80.3 84.2 86.2

③ 公債費負担比率 17.1 17.4 14.7 13.9

④ 実質公債費比率 14.7 12.3 10.9 10.3
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平
成
25
年
度
決
算
に
基
づ
く

健
全
化
判
断
比
率
お
よ
び

資
金
不
足
比
率

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律（
以
下『
財

政
健
全
化
法
』
と
い
う
）
が
平
成
19

年
６
月
に
成
立
・
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
は
、
地
方
公
共
団
体
の

財
政
の
健
全
性
に
関
す
る
比
率
の
公

表
制
度
を
設
け
、
基
準
比
率
以
上
と

な
っ
た
場
合
に
は
財
政
健
全
化
計
画

な
ど
を
策
定
す
る
制
度
を
定
め
る
と

と
も
に
、
そ
の
計
画
の
実
施
の
促
進

を
図
り
財
政
の
健
全
化
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

財
政
健
全
化
法
で
は
、
平
成
19
年

度
決
算
か
ら
健
全
化
判
断
比
率
等
を

監
査
委
員
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
意

見
を
付
け
て
議
会
に
報
告
、
住
民
に

対
し
て
公
表
す
る
こ
と
を
義
務
付
け

て
い
ま
す
。

　

右
記
の
指
標
の
う
ち
、
①
〜
④

の
い
ず
れ
か
１
つ
で
も
早
期
健
全

化
基
準
を
超
え
た
場
合
は
、『
早

期
健
全
化
団
体
』
と
な
り
、
財
政

健
全
化
計
画
の
策
定
が
義
務
付
け

ら
れ
、
自
主
的
な
改
善
努
力
に
よ

る
財
政
健
全
化
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

　

さ
ら
に
、
①
〜
③
の
指
標
の
う

ち
、
い
ず
れ
か
１
つ
で
も
財
政
再

生
基
準
を
超
え
る
と
『
財
政
再
生

団
体
』
と
な
り
、
財
政
再
生
計
画

の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
、
地
方

債
の
起
債
制
限
を
受
け
る
な
ど
、

国
等
の
関
与
に
よ
る
確
実
な
再
生

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
⑤
の
比
率
が
経
営
健
全

化
基
準
を
超
え
る
と
、
当
該
公
営

企
業
に
つ
い
て
経
営
健
全
化
計
画

の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
、
経
営

の
健
全
化
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

【
上
表
の
会
計
区
分
詳
細
】

※
１　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

事
業
勘
定
、
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
診
療
施
設
勘
定

※
２　

公
共
下
水
道
特
別
会
計
、

水
道
事
業
会
計

※
３　

大
雪
清
掃
組
合
、
大
雪
消

防
組
合
、
大
雪
葬
斎
組
合
、

大
雪
地
区
広
域
連
合
な
ど

※
４　

東
神
楽
町
土
地
開
発
公

社
、
㈱
東
神
楽
新
都
市
開
発

公
社

財政健全化法
に基づく
東神楽町の
財政状況

比率の算定となる東神楽町の会計区分

比率の算定区分
会計区分 一般会計

特別会計
一部事務組合、
広域連合
(※３)

地方三公社、
第三セクター等

(※４)

公営企業会計

公営事業
(※１)

公営企業
(※２)

 ① 実質赤字比率 ○
 ② 連結実質赤字比率 ○ ○ ○
 ③ 実質公債費比率 ○ ○ ○ ○
 ④ 将来負担比率 ○ ○ ○ ○ ○
 ⑤ 資金不足比率 ○

早期健全化・再生に関する指標　　　　　(単位：％)

区　分 平成25年度
決算数値

早期健全化
基準

財政再生
基準

① 実質赤字比率 －  15.0 20.0

② 連結実質赤字比率 －  20.0 40.0

③ 実質公債費比率 10.3  25.0 35.0

④ 将来負担比率 43.5 350.0

公営企業の経営健全化に関する指標　　　(単位：％)

区　分 平成25年度
決算数値 経営健全化基準

⑤ 資金不足比率

　 水道事業会計 － 20.0

　 公共下水道特別会計 － 20.0

　実質赤字比率とは、一般会計について、
歳出に対する歳入の不足額を、標準財政
規模 ( 町の標準的な状態で通常収入され
るであろう経常的な一般財源の規模のこ
と ) で割ったものです。
　一般会計の実質収支は黒字であり、実
質赤字は生じていません（実質黒字比率
6.89％）。このため『－』で記載しています。

実質赤字比率　 イ ÷ ア　＝　－ （※赤字額なし）①

一般会計の実質収支額

会計名 歳入総額（１）歳出総額（２） 翌年度に繰り越すべき財源（３）
実質収支額（４）
（１）－（２）－（３）

 一般会計 64億8237万円 62億6159万円 55万円 （イ）2億2023万円

東神楽町の標準財政規模 （ア）31億9381万円
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特集 ＞＞＞ 平成25年度 決算

　連結実質赤字比率とは、すべての会計の赤字額と黒字額を
合算した歳出に対する歳入の資金不足額を、標準財政規模で
割ったものです。すべての会計において実質赤字および資金
不足がないため、連結実質赤字は生じていません（連結実質
黒字比率 11.76％）。このため『－』で記載しています。

連結実質赤字比率　 [ イ ＋ ウ ＋ エ ＋ オ ] ÷ ア ＝　－ （※赤字額なし）②

一般会計以外の特別会計（公営企業会計除く）

会　　計　　名 歳入総額（１） 歳出総額（２） 翌年度に繰り越
すべき財源（３）

実質収支額（４）
（１）－（２）－（３）

国民健康保険特別会計事業勘定 107万円 90万円 0円 17万円
国民健康保険特別会計診療施設勘定 1億7527万円 1億5974万円 0円 1553万円

合　　　　計 1億7634万円 1億6064万円 0円 （ウ）1570万円

公営企業会計に係る特別会計

会計名 歳入額（１） 歳出額（２） 算入地方債
（３）

解消可能資金
不足額（４）

資金不足額・剰余額（５）
（１）－（２）＋（３）＋（４）

公共下水道特別会計 2億7695万円 2億6353万円 0円 0円 （エ）1342万円

会計名 流動資産（１） 流動負債（２） 算入地方債
（３）

解消可能資金
不足額（４）

資金不足額・剰余額（５）
（１）－（２）＋（３）＋（４）

水道事業会計 1億4733万円 2091万円 0円 0円 （オ）1億2642万円

　実質公債費比率とは、地方債の元利償還金や公
債費に準じた経費を標準財政規模を基本とした額
で割ったもので、３か年の平均値です（単年度比率：
H23 10.1％、H24 10.4％、H25 10.3％）。東神楽町
の実質公債費比率は、５ページにあるように、年々
減少に転じています。

実質公債費比率　 [ Ａ ＋ Ｂ － Ｃ － Ｄ ] ÷ [ ア － Ｃ ] ＝　10.3％③
区　　　　　分 平成25年度決算額

地方債元利償還金 （Ａ）　6億5397万円
準元利償還金 （Ｂ）　1億7739万円
基準財政需要額に算入された公債費および準公債費 （Ｃ）　4億4558万円 
公債費償還に係る特定財源 （Ｄ）　　 1億46万円
標準財政規模 （ア）31億9381万円

　将来負担比率とは、将来的に負担することが見
込まれる実質的な負債額（将来負担額）を把握し、
負債の償還に充てることができる基金などを差し
引いた額を、標準財政規模を基本とした額で割っ
たものです。この数値が大きいほど、将来見込ま
れる負担が大きいことを示しています。

将来負担比率　 [ Ｅ － Ｆ ] ÷ [ ア － Ｇ ] ＝　43.5％④
区　　　　　分 平成25年度決算額

将来負担額 （Ｅ）82億7488万円
充当可能財源等 （Ｆ）70億7775万円
標準財政規模 （ア）31億9381万円 
算入公債費等の額 （Ｇ）　4億4558万円

　資金不足比率とは、一般会計の実質赤字にあたる公営企業会計における資金不足について、公営企業の事業規模に対する
比率のことです。公営企業ごとに算出することが義務
付けられており、東神楽町では、公共下水道特別会計、
水道事業会計の２つが該当します。いずれの公営企業
会計も資金不足は生じていません ( 資金剰余比率…公
共下水道 7.71％、水道事業 164.5％ )。このため『－』
で記載しています。

資金不足比率　 Ｈ ÷ Ｉ ＝　－ （※資金不足額なし）⑤

区　　　分 平成25年度決算額
（公共下水道特別会計）

平成25年度決算額
（水道事業会計）

資金不足額・剰余額 （Ｈ）　   1342万円 （Ｈ）1億2642万円
事業の規模 （Ｉ）1億7393万円 （Ｉ）　   7685万円

東神楽町の標準財政規模 （ア）31億9381万円

一般会計の実質収支額 （イ）　2億2023万円

p2_7.indd   07 2014/09/22   13:37:49


